
詳しくはお近くの JA 窓口、または JA バンク広島のホームページでご確認ください。 

令和●年●月●日[●] 
 

（利子補給前金利：年0.0%） 

 

令和●年●月●日[●] 
 

 

ＪＡバンク広島 

https://www.jabankhiroshima.or.jp/ ＪＡバンク広島 
 
 

ＪＡ営農 
支援資金 
（愛称：営農たすかるくん） 

農業者の皆様の金利負担を軽減するため、 

最大で年１％利子補給いたします！ 

（最長３年間） 

JA広 島 市 フリーダイヤル 0120-850-114    JA尾 道 市 TEL 0848-23-3323 
JAひろしま TEL 082-423-4712    JA福 山 市 TEL 084-924-2213 



 

●広島県農業信用基金協会が必要と認めた場合は、担保を設定させていただくことがあります。 

 
●お申込みに際しては、ＪＡおよびＪＡが指定する保証機関（広島県農業信用基金協会）において所定の審査をさせて

いただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
●詳細につきましては、店頭に「説明書」をご用意しております。 
●店頭にて返済額の試算を承っております。 

 

ＪＡ営農支援資金 
（愛称：営農たすかるくん）  

 

●１５年以内（うち据置期間７年以内） 

●運転資金については、７年以内（うち据置期間２年以内） 

●他金融機関からのお借換え資金の場合は、１５年以内かつ、当初借入期間の残存期間以内（据置期間なし）。 

  ただし、農機具の取得資金である場合は、当該農機具の残存法定耐用年数以内とすることも可能（据置期間なし）。 

●元金均等返済（毎回、一定額の元金と元金残高に応じた利息を支払う方法）もしくは元利均等返済（毎回の返済額（元金＋ 

利息）が一定金額となる方法）とし、以下のいずれかの返済方法をご選択いただけます。 

①毎月返済方式 ②年１回・年２回（６ヶ月周期）・年６回（２ヶ月周期）返済方式 ③特定月増額返済方式（毎回の返済に加え 

て特定月に増額して返済する方式） 

●広島県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます（別途、保証料が必要になります）。 

●広島県農業信用基金協会が必要と認めた場合は、以下の方が連帯保証人として必要になります。 

①法人の場合…原則として代表者の方１名 

②任意団体の場合…原則として経営に実質的に関与している役員または構成員の方 

●その他広島県農業信用基金協会が必要と認めた場合は、連帯保証人が必要になります。 

●お借入時にＪＡ所定の融資実行手数料が必要となります。 

●繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途当ＪＡ所定の手数料が必要となります。 

●書面契約の場合、印紙税が別途必要になります。なお、ＪＡによっては電子契約サービスが利用でき、印紙税が不要となります

が、ＪＡ所定の電子契約サービス手数料が必要となります。また、担保設定が必要な場合、担保設定に関する費用が別途必要

になります。 

●お申込みに際しては、当ＪＡおよび広島県農業信用基金協会において所定の審査がございます。審査の結果によっては、ご希

望に添いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

●詳細につきましては、店頭に「説明書」をご用意しております。また、店頭にて返済額の試算を承っております。 


